
～ 対象となる方 ～ 

令和５年１２月吉日 

 

 令和６年分 確定申告無料相談会のお知らせ  
 

神奈川県中小建設業協会 

０ ４ ５ － ６ ３ ３ － ５ １ ２ ３ 

「確定申告無料相談会」を下記の日程にて開催いたします。 

    

 

 

 

≪ 開 催 日 程 ≫   ★ 1回 1時間程度を予定しております。 

平 日 ３回： ①１０:００～ ②１３:３０～ ③１５:００～ 

日曜日 ３回： ①  ９:３０～ ②１１:１５～  ③１３:００～ 

 

  

 

２月  ７日（水） １６日（金） ３月 ５日（火） １２日(火) 

 ８日（木） １８日（日）  ６日（水） １３日(水） 

 １１日（日） ２０日（火）  ８日（金）  

 １４日（水） ２７日（火）  １０日（日）  

≪予約申込期間≫ １月１6日（火）10：00～１月 19日（金）16：00 

電話番号：０４５－６３３－５１２３ ★ お電話のみでの受付となります。 

◎ 1. 氏名  2. 希望日  3. 希望時間  4. 電話番号  

５.今年度免税事業者の方は、インボイス制度を機に課税事業者になったこと、 

または、ならなかったこと。 

  ６．消費税申告者の方は、簡易課税方式であること。 

   をお伝えください。 

 

◎ ご希望の日時は、第 2候補日、第 3候補日までご用意ください。 

★ 予約申込期間を過ぎてのお申込みは受け付けません。 

★ 先着順受付です。定員になり次第、締切らせていただきますのでご了承ください。 

◎1 月末までに中小建へ裏面の書類をご郵送ください◎ 

 

 

 

 

★［ 白色申告 ］または［ 青色申告１０万円控除 ］で申告予定の方 

★ 消費税申告については、［ 簡易課税 ］で申告される方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎1月末までに中小建へ下記書類一式をご郵送ください◎ 
★事前にデータを作成いたします。相談日には微調整と最終確認のみとさせていただきます 

①合計欄を記入済みの集計用紙（中小建で配布しているものかそれに準ずるもの） 
 ※ 必ずご自身で、集計するようお願いいたします。 
※「持続化給付金」「月次支援金」等は所得税の課税対象です。 
受給した方は必ず給付月の売上に計上してください。 

②確定申告書に添付・提出が必要な書類 

例）「公的年金等の源泉徴収票」、「労働保険領収書」、「社会保険料（国民健康保険料・介護
保険料）控除証明書」、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」、「小規模企業共
済等掛金控除証明書」、「生命保険料控除証明書」、「地震保険料控除証明書」、「寄付金
の受領証」、「医療費控除の明細書」、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」など 

③ 減価償却費に関係する書類  例）車両等を購入した場合の契約書など 

④（口座振替以外の方は）税務署より届いた納付書 

※マイナンバー関係は送らないでください 

 相 談 日 当 日  

① マイナンバーカードまたは通知カード等（マイナンバー確認書類） 

② 運転免許証等（写真入り本人確認書類） 

（（その他必要と思われるもの）） 

配偶者や扶養家族を記載する場合は、必ずマイナンバーのご記入が必要となります。 

 

★郵送・ＦＡＸのみのご相談はお受けできません。 
☆青色申告６５万円控除をご希望の方、相続税など複雑な申告をされる方には、 

税理士をご紹介させていただきますので、別途ご相談ください。 
☆消費税申告について、一般課税（原則課税）の方は原則受け付けられません。 
◎ 初めて確定申告をする方や不慣れな方は、予約時にお申し出ください。 
◎ 無料相談が初めての方は、昨年の申告書控をお持ちください。 
◎ 中小建で配布している集計用紙は、合計欄を埋めたものをご用意ください。 
◎ 集計用紙がない方、まとめ方が分からない方は相談会前にご連絡ください。 

〒２３１－００１５ 

神奈川県横浜市中区尾上町５－８０ 

神奈川中小企業センター2階 

神奈川県中小建設業協会 
 

書類送付先  

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方は２割特例（経

過措置）を適用できる場合があります。対象者には推奨しております。 


